
○
総
務
省
令
第

号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
の
利
用

状
況
の
調
査
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年

月

日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

電
波
の
利
用
状
況
の
調
査
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。

）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移

動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削

り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え

る
。



改

正

後

改

正

前

（
利
用
状
況
調
査
に
係
る
周
波
数
帯
）

（
利
用
状
況
調
査
に
係
る
周
波
数
帯
）

第
三
条

総
務
大
臣
は
、
お
お
む
ね
二
年
を
周
期
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
ご
と
に
、
法
第
二
十
六
条
の

第
三
条

総
務
大
臣
は
、
お
お
む
ね
三
年
を
周
期
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
ご
と
に
、
法
第
二
十
六
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
状
況
調
査
（
以
下
「
利
用
状
況
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

二
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
状
況
調
査
（
以
下
「
利
用
状
況
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

七
一
四

以
下
の
も
の

一

七
一
四

以
下
の
も
の

MHz

MHz

二

七
一
四

を
超
え
る
も
の

二

七
一
四

を
超
え
三
・
四

以
下
の
も
の

MHz

MHz

GHz

［
削
る
］

三

三
・
四

を
超
え
る
も
の

GHz

［
２

略
］

［
２

同
上
］

［
第
四
条

略
］

［
第
四
条

同
上
］

第
五
条

免
許
を
受
け
た
無
線
局
に
係
る
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

第
五
条

［
同
上
］

げ
る
も
の
と
す
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

登
録
を
受
け
た
無
線
局
に
係
る
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
第

３

登
録
を
受
け
た
無
線
局
に
係
る
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
登
録
人
の
数

一
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中

及
び
登
録
局
の
数
と
し
、
そ
の
調
査
は
、
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

「
免
許
人
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
人
」
と
、
「
無
線
局
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
局
」
と
、
前
項
第
一
号
中
「
前

項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
免
許
人
」

と
あ
る
の
は
「
登
録
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
４
・
５

略
］

［
４
・
５

同
上
］

６

総
務
大
臣
は
、
第
二
項
、
第
三
項
及
び
前
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
調
査
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
電
波

６

総
務
大
臣
は
、
第
二
項
、
第
三
項
及
び
前
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
調
査
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
自
ら

の
発
射
状
況
に
係
る
調
査
（
次
条
に
お
い
て
「
発
射
状
況
調
査
」
と
い
う
。
）
の
結
果
を
活
用
す
る
こ
と
が
で

行
う
電
波
の
発
射
状
況
の
調
査
結
果
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

き
る
。

（
重
点
調
査
の
実
施
）

［
新
設
］

第
五
条
の
二

総
務
大
臣
は
、
第
三
条
に
定
め
る
周
波
数
帯
ご
と
に
利
用
状
況
調
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
総

務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
基
本
的
な
方
針
に
合
致
す
る
割
当
可
能
周
波
数
帯
を
重
点
的
に
調
査
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
及
び
前
条
第
六
項
の
発
射
状
況

調
査
に
つ
い
て
、
無
線
局
ご
と
又
は
登
録
局
ご
と
そ
の
他
当
該
割
当
可
能
周
波
数
帯
の
調
査
に
必
要
な
限
度
に

お
い
て
詳
細
に
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
臨
時
の
利
用
状
況
調
査
）

（
臨
時
の
利
用
状
況
調
査
）

第
六
条

総
務
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
定
め
る
周
期
に
か
か

第
六
条

総
務
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
期
間
の
中
間
に
お
い

わ
ら
ず
、
対
象
を
限
定
し
て
臨
時
の
利
用
状
況
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

て
、
対
象
を
限
定
し
て
臨
時
の
利
用
状
況
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（

）

（

）

別
表

調
査
事
項
等

第
５
条
関

係
別

表
調

査
事

項
等

第
５

条
関

係

１
区

別
２

調
査

事
項

３
調

査
方

法
１

区
別

２
調

査
事

項
３

調
査

方
法

法
第

条
の
６
第

１
項
の
技
術

技
術

基
準

適
合

証
明

を
受

け
法
第

条
の

２
の

２
第

１
項

の
同

左
同
左

法
第

条
の
６

第
２

項
に

基
づ

3
8

38

［

］

［

］

38

基
準
適
合
証

明
を
受
け

た
無
線
設

た
無
線
設

備
の
台
数

規
定
に
よ

り
登

録
を

受
け

た
者

き
登
録
証

明
機

関
に

対
し

て
報

告

（

備
以

下
登

録
証

明
機

関
と

い
を
求

め
る
事
項
の

整
理

「

」



う
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

同

。

じ
に

対
し

て
報

告
を

求
め

る

。

）

事
項
の
整

理

法
第

条
の

第
１
項
の
工

事
特

定
無

線
設

備
の

技
術

基
準

法
第

条
の

第
１

項
の

工
事

同
左

同
左

法
第

条
の

に
お

い
て
準

用
3
8

24
38

24

［

］

［

］

38
29

設
計
認
証

に
係
る
無
線

設
備

適
合
証

明
等
に
関
す

る
規
則
第

設
計
認
証

を
受

け
た

者
及

び
登

録
す

る
法
第

条
の

第
１

項
に

基
1

3
8

2
0

条
第
１
項
第
４

号
に
規
定

す
る

証
明

機
関

に
対

し
て

報
告

を
求

め
づ

き
法
第

条
の

第
１

項
の

工
9

38
24

検
査

を
行

っ
た

特
定

無
線

設
備

る
事
項
の

整
理

事
設

計
認
証

を
受

け
た

者
に

対
し

の
数
量

て
報

告
を
求

め
る
事
項

の
整

理
及

び
法

第
条

の
第
３

項
に

お
い

3
8

24

て
準
用
す

る
法

第
条
の

６
第

２
38

項
に
基

づ
き

登
録
証

明
機

関
に

対

し
て
報

告
を

求
め

る
事

項
の

整
理

法
第

条
の

第
１
項

の
技
術

技
術

基
準

適
合

証
明

を
受

け
法

第
条

の
第

１
項

の
規

定
同

左
同

左
法

第
条
の

第
４
項

に
お

い
38

3
1

3
8

3
1

［

］

［

］

3
8

3
1

基
準

適
合
証
明

に
係
る
無

線
設
備

た
無
線
設
備

の
台
数

に
よ
る

承
認

を
受

け
た

者
以

下
て

準
用

す
る
法

第
条
の

６
第

２

（

38

承
認
証

明
機

関
と

い
う

以
項
に

基
づ

き
承
認

証
明
機
関

に
対

「

」
。

下
こ
の
表

に
お

い
て

同
じ

に
し
て
報

告
を

求
め
る

事
項
の
整

理

。

）

対
し

て
報

告
を

求
め

る
事

項
の

整

理

法
第

条
の

第
５
項
の

工
事

特
定

無
線

設
備

の
技

術
基

準
法
第

条
の

第
５

項
の

工
事

同
左

同
左

法
第

条
の

第
６
項

に
お

い
3
8

3
1

3
8

31

［

］

［

］

3
8

31

設
計
認

証
に
係
る

無
線
設
備

適
合

証
明
等
に

関
す
る
規
則

第
設
計
認
証

を
受

け
た

者
及

び
承

認
て

準
用

す
る
法

第
条
の

第
１

3
3
8

2
0

条
第
１
項

第
４
号
に
規

定
す
る

証
明
機
関

に
対

し
て

報
告

を
求

め
項

の
規
定

に
基

づ
き
法

第
条
の

5
38

検
査

を
行

っ
た

特
定

無
線

設
備

る
事
項

の
整

理
第
５

項
の
工

事
設

計
認

証
を

受
3
1

の
数
量

け
た
者
に

対
し

て
報

告
を

求
め

る

3
8

3
1

事
項

の
整
理

及
び

法
第

条
の

第
６

項
に
お
い
て

準
用
す

る
法
第

条
の
６
第

２
項
に
基

づ
き
承
認

38証
明
機

関
に
対

し
て

報
告

を
求

め

る
事
項

の
整
理

法
第

条
の

第
１
項

の
確
認

特
定

無
線

設
備

の
技

術
基

準
法

第
条

の
第

４
項

の
届

出
同

左
同

左
法

第
条
の

に
お
い
て

準
用

38
3
3

3
8

3
3

［

］

［

］

3
8

3
8

に
係

る
無
線
設

備
適

合
証
明
等

に
関
す
る
規

則
第

業
者
に

対
し

て
報

告
を

求
め

る
事

す
る
法

第
条
の

第
１
項

に
基

4
3
8

20

条
第
１

項
第
４
号
に

規
定
す
る

項
の
整
理

づ
き
法

第
条
の

第
４
項

の
届

0
3
8

3
3

検
査

を
行

っ
た

特
別

特
定

無
線

出
業

者
に
対

し
て

報
告
を

求
め
る

設
備

の
数
量

事
項

の
整

理

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
同

左
同
左

同
左

］

［

］

［

注
１

略
注

同
左

」

「

］

［

注
２

調
査

方
法

の
各

欄
の

報
告

を
求

め
る

事
項

の
整

理
は

調
査

の
対

象
と

す
る

特
定

無
線

設
備

の
新

設

、

、
。

種
別
そ
の
他

の
事
情
を

考
慮
し

必
要
な
範
囲

内
で
行
う

も
の
と
す

る



備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


